
埼玉県国民健康保険運営方針に向けた動き 

１．被保険者の推移 

（１）埼玉県 

         

（２）ときがわ町 

         
 

２．１人あたり医療費 

         

 

 

３．保険税水準の統一 

  「県内のどこに住んでいても、同じ世帯構成、所得であれば、同じ保険税」 
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（１）納付金ベースの統一【令和６年度】 

     ・激変緩和措置の終了（令和５年度まで）。 

・医療費水準を反映しない。 

 

 （２）準統一【令和９年度】 

     ・県が示す市町村標準保険税率どおりの税率に。 

     ・市町村標準保険税率と実際の税率に乖離が生じている市町村は、準統一に向けて

段階的に税率改正を行う。 

 

（３）完全統一【令和１２年度】 

     ・県内の標準保険税率が統一される。 

 

４．市町村標準保険税率と町の税率 

（１）納付金の推移 
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